
 ２月定例会中における厚生環境常任委員会の概要  

 

令和２年度所属分審査 

◆ ２月22日（月）  開会 午前１０時 

（休憩 午前１０時５５分～午前１１時） 

           閉会 午後 ０時１５分 

 

（１）付託議案 

議案番号 件    名 

議第１号 令和２年度山形県一般会計補正予算（第10号）中 所管分 

議第４号 令和２年度山形県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号） 

議第５号 令和２年度山形県国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

議第16号 令和２年度山形県病院事業会計補正予算（第６号） 

 

（２）報告事項 

 環境エネルギー部長 

 ・第２期山形県イノシシ管理計画（案）について 

 子育て若者応援部長 

 ・第四次ひとり親家庭自立促進計画（案）について 

 ・第二次山形県子どもの貧困対策推進計画（案）について 

 

（３）審査内容 

  議案の詳細について、関係課長から説明を聴取した後、議案に対する質疑と

所管事項に関する質問を行った。 

 

（４）採  決 

付託された４議案については、簡易採決により、全員異議なく、原案のとお

り可決すべきものと決定した。 

 

（５）主に議論された項目 

◇ 未熟児及び小児慢性特定疾病の患者に対する支援内容について。また、

未熟児を持つ母親への産後ケアの状況について。 

◇ 山形県ＰＣＲ自主検査センター設置の趣旨とその概要について。 

◇ 同検査センターにおける検査開始の目途について。また、円滑な検査実

施に向けた体制整備を進めるとともに、県民に対する丁寧な情報発信が必

要と考えるがどうか。 



◇ 医療従事者等に対する新型コロナワクチン接種に向けた対応状況につい

て。また、今後行われる県民に対する一斉接種に向けては、市町村や医師

会等と連携した広域的な対応が必要と考えるがどうか。 

◇ 進学、就職、人事異動など人の往来が活発になる時期に向けて、県民に

対する呼びかけ等更なる感染防止対策の徹底が必要と考えるがどうか。 

 

令和３年度所属分審査 

◆ ３月１０日（水） 開会 午前１０時００分 

          （休憩 午前１０時５２分～午前１１時００分） 

           閉会 午後 ０時０５分 

  ３月１１日（木） 開会 午前１０時００分 

          （休憩 午前１１時１０分～午前１１時２０分） 

           閉会 午後 ０時１５分 

  ３月１２日（金） 開会 午前１０時００分 

          （休憩 午前１０時５１分～午前１１時００分） 

          （休憩 午後 ０時１７分～午後 ０時２２分） 

          （休憩 午後 ０時３４分～午後 ０時３５分） 

          （休憩 午後 ０時４０分～午後 ０時４２分） 

           閉会 午後 ０時４２分 

 

（１）付託議案 

議案番号 件    名 

議第 27号 令和３年度山形県一般会計予算中 所管分 

議第 30号 令和３年度山形県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 

議第 31号 令和３年度山形県国民健康保険特別会計予算 

議第 43号 令和３年度山形県病院事業会計予算 

議第 45号 山形県手数料条例の一部を改正する条例の制定について中  所管分 

議第 51号 
山形県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

議第 52号 山形県安心こども基金条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 53号 
山形県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

議第 54号 山形県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 55号 
山形県みんなにやさしいまちづくり条例の一部を改正する条例の制

定について 

議第 56号 
山形県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

議第 57号 山形県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の



一部を改正する条例の制定について 

議第 58号 
山形県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について 

議第 59号 
山形県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 60号 

山形県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

議第 61号 
山形県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 62号 
山形県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 63号 
山形県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 64号 
山形県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 65号 
山形県立泉荘及び山形県立みやま荘条例を廃止する条例の制定につ

いて 

議第 66号 山形県福祉休養ホーム条例を廃止する条例の制定について 

議第 67号 
山形県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

議第 68号 
山形県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 69号 
山形県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 

議第 70号 
山形県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 71号 
山形県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例等の一部を改正する条例の制定について 

議第 72号 
山形県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 73号 
山形県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

議第 74号 
山形県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

議第 75号 
山形県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について 



議第 87号 財産の無償譲渡について 

議第 94号 
公立大学法人山形県立保健医療大学が達成すべき業務運営に関する

目標を定めることについて 

 

（２）請  願 

番号 
受 理 

年月日 
件  名 提 出 者 

紹 介 

議 員 
採 決 

22 3.2.18 

安全・安心の医

療・介護の実現と

国民のいのちと

健康を守るため

の意見書の提出

について 

山形市青田南６番 28号 

山形県医療労働組合連合会 

執行委員長 渡辺 勇仁 

原田、 

松田、 

髙橋（啓） 

継続 

審査 

 

（３）報告事項 

健康福祉部長 

・新型コロナワクチンの「県内接種の順番」及び「接種スケジュール」について 

・「山形県国民健康保険運営方針」中間見直しの概要について 

・新型コロナウイルス感染症の確認について 

・新型コロナワクチンの４月中の配分（供給）について＜高齢者への接種＞ 

病院事業管理者 

・河北病院内に設置する「山形県ＰＣＲ自主検査センター」の検査開始日等に

ついて 

 

（４）審査内容 

  議案の詳細について、関係課長から説明を聴取した後、議案に対する質疑と

所管事項に関する質問を行った。 

   

（５）採  決 

  採決の結果、付託された32議案については、全員異議なく、いずれも原案の

とおり可決すべきものと決定した。 

  

（６）主に議論された項目 

 ◇ 子育て家庭の経済的負担を軽減するため支給する出産支援給付金の概要

及び市町村との連携に向けた対応状況について。また、母親が一人で問題を

抱え込まないよう、家事や育児をサポートする産後ドゥーラの普及促進が

必要と考えるがどうか。 

 ◇ 県立新庄病院の改築整備工事の進捗状況と新型コロナの影響について。

また、地域の基幹病院として、感染症対策の機能強化が必要と考えるがどう



か。 

 ◇ 新型コロナのワクチン接種に係る県及び市町村の費用負担に対する財源

確保の見通しについて 

 ◇ ハッピーサポートセンターの概要及び他の婚活支援施策との関係につい

て。また、県総合発展計画実施計画の重要業績評価指標に掲げる成婚組数達

成の見通し及び民間団体との連携の重要性について 

 ◇ 県立保健医療大学の設置目的及び第３期中期目標の概要について。また、

県内に医療人材を安定的に排出するためには学生の確保が需要となるため、

あらゆる広報媒体を活用した大学の魅力発信が必要と考えるがどうか。 

 ◇ 地域エネルギーマネジメントシステム構築支援事業による地域新電力会

社の創出に向けた取組みについて 

 ◇ 県内医療機関における新型コロナのクラスター発生の際、感染拡大防止、

収束に向けて実施した取組みについて。また、その教訓を踏まえた今後の対

策について 

 ◇ 県立最上学園での虐待事件を受けた再発防止対策について。また、再発防

止に向けて、社会福祉士等の専門家を交えた検証が必要と考えるがどうか。 

 ◇ 保育料段階的無償化事業の目的及び当該事業により実施する補助金の額

の積算方法について 

 ◇ 保育料の段階的無償化に向けて、中長期的な視点をもったロードマップ

を市町村と協議し、作成する必要があると考えるがどうか 

 ◇ 保育料段階的無償化事業の円滑な実施のためには、県と全市町村が一体

となった対応が必要不可欠であるが、各市町村との事前調整の状況や今後

の事業の進め方について 

 ◇ また、各市町村間の開始時期等が異なることで、県民が受ける支援内容に

格差が生じることのないよう対応すべきと考えるがどうか 

 ◇ 東京電力福島第一原子力発電所における放射性物質トリチウムを含んだ

ＡＬＰＳ処理水の取扱い方法については、漁業者を始め、多くの県民に安全

性や新たな風評被害の発生に対する不安が広がっていることから、その取

扱いに係る理解促進と風評対策の徹底を求める意見書を提出すべきと考え

るがどうか。 

  

追加議案分審査 

◆ ３月１６日（火） 開会 午後 １時００分 

           閉会 午後 １時１６分 

 

（１）付託議案 

議案番号 件    名 

議第97号 令和２年度山形県一般会計補正予算（第11号）中 所管分 

 



（２）審査内容 

  子育て若者応援部長及び健康福祉部長から議案の概要について、担当課長

から議案の詳細について説明を聴取した後、議案に対する質疑を行った。 

 

（３）採  決 

  採決の結果、付託された１議案については、全員異議なく、原案のとおり可

決すべきものと決定した。 

 

（４）主に議論された項目 

 ◇ 年度内の納入が困難となった医療資機材の詳細及び県の備蓄状況につい

て。また、事業が繰り越されることによる診療体制への影響について。 

 ◇ 年度内に事業の完了が困難となった社会福祉施設整備等の概要及び事業

完了の見通しについて。また、事業が繰り越されることによる入所者や利用

者に対する影響について。 

 

 


